
比較的調査しやすい財産です。
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司法書士 吉川 豊 主な取扱い業務
ＴＥＬ ０５６２－９１－４３５０ ✓相続・遺言の作成支援・成年後見等
豊明市西川町島原２－２ シマ原ビル１０３ ✓不動産の贈与・売買・担保権抹消
業務時間：平日９時～１８時 ✓会社設立・役員変更・目的変更

（事前のご予約で、時間外・土日も対応可能です。） 吉川事務所 豊明市

今月のテーマ 「相続登記の流れ」

１月１８日（土）に第１１回相続セミナー「笑顔相続の
作り方」を開催しました。当日は過去最多の１３名の方に
ご来場いただきました。ご来場いただきました方には改め
て感謝申し上げます。

セミナーでは、「相続手続きの流れ」「今後の相続税対
策」「相続トラブルの解決法」をテーマに、私・加古税理
士・棚瀬弁護士がリレー方式で講義を行いました。そして

最後に、「認知症」をテーマとしたパネルディスカッショ
ンを行いました。

講義終了後には多数の質問をいただき、今までで一番活
発なセミナーとなりました。また、アンケートにおいて一
番最後に行った認知症のパネルディスカッションが好評で
あったことが分かりました。

次回は、令和７年７月頃に開催予定です。

「第１１回相続セミナーを開催しました。」ごあいさつ

（当事務所ＨＰ）

１．まずは「ご相談」からスタート
相続登記を始めるには、ご相談からスタートします。
ご相談では、相続の全体像を把握するため、おおよそ次

のことをお聞きします。なお、先月号でもお伝えしました
が、相続登記の義務化に伴い３年以内に相続登記をする必
要がありますので、なるべくお早めにご相談されることを
お勧めします。

①亡くなった方のお名前・死亡日など
②相続人のお名前・住所など
③所有している不動産や預貯金などの遺産について
④遺産分割に関するお考え

２，相続登記の全体的な流れの説明
ご相談では手続きの全体像やその流れを掴んでいただく

ため、下記のフロー図を使いながら説明します。

３．必要書類の説明
相続登記では、相続人や不動産を確認するため、次の書

類が必要となります（事案に応じ別途必要な書類がありま
す。）。

①亡くなった方の出生～死亡までの戸籍謄本
②相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票
③固定資産税課税明細書・権利書・名寄帳など

４．「誰が」・「どの」不動産を相続するかの確認
既に相続人の誰がどの不動産を取得するかおおよそ決

まっている場合は、そのお考えをお聞かせください。
お決まりでない場合は、どのような分割の仕方があるか、

メリット・デメリットなどを交えご説明します。

５．ご費用の説明
相続登記をする場合、司法書士の費用以外に「登録免許

税」が必要です。
登録免許税は、登記手続きをする時に必要な税金（国

税）で、固定資産税評価額に０．４%を掛けて算出します。
ご相談時に「固定資産税課税明細書」などをご持参いた

だけますと、具体的金額をお伝えできます。

６．ご依頼
ご相談された結果、相続登記を司法書士へ依頼される場

合は、司法書士と契約を締結します。

７．最後に・・・
相続登記は、一生のうちに何度も経験するものではない

と思います。
お客様の中には、初めての相続登記ということで様々な

不安を抱きながらご相談に来られる方もいます。しかしご
安心ください。司法書士はその不安に寄り添いながら、安
心して相続登記ができるようサポートしていきます。

ご相談

不動産の確認相続人の確認

遺産分割内容の検討

遺産分割協議書の作成

相続登記申請


